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むつ市議会第２６２回定例会会議録 第５号

議事日程 第５号 令和６年１２月１０日（火曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第 82号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例

第２ 議案第 83号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第３ 議案第 84号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

第４ 議案第 85号 むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例

第５ 議案第 86号 むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例

第６ 議案第 87号 むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

第７ 議案第 88号 むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条

例の一部を改正する条例

第８ 議案第 89号 指定管理者の指定について

（むつ市ウェルネスパーク外１施設の指定管理者を指定するためのもの）

第９ 議案第 90号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村

職員退職手当組合規約の変更について

第10 議案第 91号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合

事務組合規約の変更について

第11 議案第 92号 市道路線の認定について

第12 議案第 93号 市道路線の変更について

第13 議案第 94号 市道路線の廃止について

第14 議案第 95号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について（大間町）

第15 議案第 96号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について（東通村）

第16 議案第 97号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について（風間浦村）

第17 議案第 98号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について（佐井村）

第18 議案第 99号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて

第19 議案第100号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第20 議案第101号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

第21 議案第102号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第22 議案第103号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第23 議案第104号 令和６年度むつ市一般会計補正予算

第24 議案第105号 令和６年度むつ市水道事業会計補正予算

第25 議案第106号 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
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第26 議案第107号 むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第27 議案第108号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第28 議案第109号 令和６年度むつ市一般会計補正予算

第29 報告第 23号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和６年度むつ市一般会計補正予算）

【議員派遣】

第30 議員派遣について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第29 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第８２号

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 議案第82号 むつ

市部設置条例の一部を改正する条例を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、14番中村

正志議員。

〇14番（中村正志） おはようございます。議案第

82号に対しまして、質疑をさせていただきます。

これまでの建設技術部の体制で、今回はまた統

合するということでありますけれども、これまで

の体制で何か不具合があったのか。特に事業を進

めるに当たって、何か不具合があったのかどうか

というのをまずお聞きしたいと思います。

そして、具体的にこのたび都市整備部と一緒に

することによって、どのような効果を見込んでい

るのか。また、今まで建設技術部に集約されてい

た土木でありますとか建築の技術者の配置はどの

ようにするつもりなのか、お尋ねします。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） お答えいたします。

まず、これまでの体制で不具合があったかどう

かについてお答えいたします。現状事務事業を執

行する上で、具体的な不具合は生じてございませ

ん。しかしながら、行政が対応すべき課題は複雑

化、多様化し、急速に変化してございます。その

ような中で、今後の展望を見据え、より効率的か

つ効果的に施策を実施するための体制を整える必

要があるため、組織の再編を行うものでございま

す。

次に、具体的にどのような効果を見込んでいる

のかについてお答えいたします。都市整備部と建

設技術部の再編ということについてでございます

が、市では土木、建築技術者の不足という課題に

直面し、令和３年度に全庁に分散しておりました

技術職員を集約して、建設技術部を設置し、建設

事業を効率的かつ円滑に実施してきたところでご

ざいます。

今後は、都市計画、道路橋りょう管理、住宅政

策及び用地を所管する都市整備部と建設技術部を

各事務事業において関わりが多いということも踏

まえ、一つの部に統合し、それぞれの専門的な知

識や技術を最大限に活用しながら、連携してまち

づくりを推進するため再編するものでございま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 今ご説明してもらったとおり

に、三、四年前には分けるということでやったの

ですが、今回また一緒にするということで、今ご

説明されたような効果を狙っているということな

のですが、そうしますと建設技術部に集めた技術

者たちは、これはそのまま新しい部に行くという
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ふうな理解でよろしいのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） お答えいたします。

土木建築技術者の配置というところでございま

すが、土木建築技術者はまちづくり推進部に集約

して配置するということで、こちらは建設事業を

効率的に執行するための体制を引き続き維持して

まいりたいと考えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 今の説明ですと、技術者はこ

れまでどおり１か所に集約するということで、前

回目指そうとした形は今後もできるということ

で、今お話を聞いて少し安心しました。

３年、４年くらいでというふうになると、ちょ

っと早いかなという気もするのですけれども、市

長がこの間おっしゃっていたみたいに、役所の組

織というのはあまり硬直的なものではなくてとい

うふうなものもありますので、ぜひとも今言われ

たような部分で効果のほうをお願いしたいなとい

うふうに思いますので、これ以上質疑はありませ

ん。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、２番杉浦弘樹議員。

〇２番（杉浦弘樹） 私も議案第82号について質疑

いたします。

私は、産業政策部を農林水産部、商工観光部に

分ける部分についての質疑なのですけれども、産

業政策部、これ経済部から産業政策部に変更にな

ってまだ数年しかたっていない中で、農林水産部

と商工観光部の２つに分ける、この詳細の理由に

ついて、まずお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） お答えいたします。

まず、産業政策部についてでございますが、当

部は一次産業から三次産業まで幅広い分野を所管

しており、当市が産業振興に力を入れていくとい

うところも相まって、業務が多岐にわたり増大し

ております。

このような状況を踏まえ、再編により２つの部、

商工観光部及び農林水産部に分割し、それぞれの

部長の指揮の下で、特化した取組を行うことで、

より効率的かつ効果的な施策を実施するためのも

のでございます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 今のご説明である程度分かっ

たのですけれども、であれば、この特化した取組

というふうな部分で、例えば農林水産部、商工観

光部のほうで今後専門性の高いような事業のほう

に取り組んでいく可能性が高いと思っているので

すけれども、その部分について、今検討段階も含

めまして、今後どういった形の事業をやっていく

と考えているのか。答えられない部分もあるかと

思うのですけれども、答えられる範囲の中で答え

ていただければと思います。よろしくお願いしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 農林水産分野につきましては、

フードバレー構想実現に向けました取組、また国

のＪ―クレジット制度導入のための森林整備へ着

手する予定でございます。また、商工観光分野に

おきましては、新たな誘致企業の取組、道の駅整

備事業、脇野沢地区の振興のための施設整備、ふ

るさと納税の拡大に向けた取組など、それぞれの

分野で大きな事業をこれから迎える予定となって

おりますので、そのための組織改編というふうに

ご理解いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 随分数の多い取組をしていく

と思うのですけれども、それでは農林水産部も商

工観光部も、今後かなり人のほうは増員していく

というふうな形でよろしいのかどうか、最後お聞
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きします。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） 各部の人員につきましては、

これから人事異動を検討していく中で詰めていく

ことになります。そのため何人増やしますという

具体の人数は申し上げることはできませんが、目

下先ほど市長が申し上げたように、産業の振興に

力を入れるということでは、その業務が多岐にわ

たり増大している現状から、その業務量に合った

適切な人員配置をしてまいりたいと考えてござい

ます。

〇議長（冨岡幸夫） これで杉浦弘樹議員の質疑を

終わります。

次に、４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） お二人の質疑の中で理解した

ことがほとんどですけれども、でも単純な質疑を

したいと思います。

「子ども」を平仮名表記にしたというのは、ど

うなのでしょうかということと、それから産業政

策部を農林水産部及び商工観光部に分けたという

ことは、私はこれは、この文章を呼んだときには

歓迎したいという、そういう思いがありました。

というのは、産業振興、農林水産ということは、

本当に下北にとっては大事な事業なので、これが

充実してこそ、また観光につながるという、そう

いう側面があるので、これを分離したということ

は私は歓迎、期待できるのかなと思っています。

そして、先ほど杉浦議員も言いましたけれども、

人員の配置、農業、林業、漁業、それぞれ専門家

を配置するという、そういう位置づけであるのか

というふうなことも含めてお尋ねいたします。

それから、３番目は、まずいいです。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 「子ども」の表記につきまし

ては、担当部長から答弁をさせていただきます。

今年度産業政策部に既に、プロと言ったらあれ

ですけれども、水産と林業のほうに県のほうから

専門官を配置しております。産業政策部の中でも

現在進行形として水産、林業、これまでも下北と

しては、むつ市としては力を入れてきた分野に人

材を配置しておりますけれども、それを部にする

ことで、さらに強化を図ってまいりたいと思いま

す。

配置につきましては、先ほど吉田副市長から答

弁させていただきましたとおり、新年度から国ス

ポのいよいよプレ大会が始まってまいりますし、

様々な人員の体制を整備していかなければいけま

せんので、そのことも考慮しながら配置してまい

りたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） 「子どもみらい部」を

平仮名表記にする理由についてお答えいたしま

す。

こども家庭庁では、こども基本法の基本理念を

踏まえ、平仮名表記の「こども」を推奨している

ところでございます。当市でも令和６年度に平仮

名表記で「こどもの笑顔まんなか条例」を制定し

ております。このたび部の名称につきましても、

こども基本法の基本理念を踏まえ、平仮名表記と

するものでございます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） それぞれの人員の配置という

ものは増えるのか、増やす方向で今構想を練って

いるのかということをお伺いします。

それから、先ほどいいと言ったのですけれども、

まちづくり推進部の中で、やはり技術者不足が本

当に表面化しているということなのですけれど

も、それに対する対策というものはどう考えてい

るのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 人員配置につきましては、担

当部長から答弁をさせていただきます。
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技術者につきましては、まず先ほど中村議員へ

の答弁でも答えさせていただきましたけれども、

以前建設部を分けたということではなくて、全庁

の農林水産部、昔は経済部と呼んでいましたけれ

ども、経済部に配置していた技術職員も含めて建

設技術部に配置した、集約した経緯がございまし

て、それを今回、全庁から集約した職員をまちづ

くり推進部にまた統合するということでありま

す。建設部を分けて今くっつけるということでは

ございませんので、技術者の配置につきましては、

そういうふうご理解いただければと思います。

採用につきましても、技術者の採用を毎年度さ

せていただいておりまして、なかなか採用に結び

つかないこともありますけれども、ここ数年は１

人ないし２人の技術者を確保しておりますので、

これからもその取組は続けてまいりたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） 職員の配置につきまし

て、お答えいたします。

具体的な職員数につきましては、令和７年度の

人事異動の中で全庁的な職員配置の状況を見なが

ら検討することになりますけれども、現在産業政

策部の業務が多岐にわたっているということを踏

まえまして、業務量に合わせた適切な職員配置と

なるように努めてまいります。

〇議長（冨岡幸夫） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第82号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第82号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 議案第83号

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。３番佐藤武議員。

〇３番（佐藤 武） 今回の国保税の改定ですけれ

ども、介護納付金課税部分を均等割と平等割に分

けることによって、市民にどういう影響があるの

か、また均等割と平等割に分ける基準はあるのか

お伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

均等割と平等割に分けることにより市民にどう

いう影響があるかとのお尋ねでございますが、今

回の改正は、県の運営方針に基づき、将来的な保

険料率の県内統一に向け、市町村間の保険料率の

差異を少しずつ解消するため、まずは算定方式を

県内全市町村において３方式に統一することとさ

れたことにより行うものであります。

改正に当たりまして、被保険者の皆様の税負担

額を増やさないことを前提に検討いたしまして、

現在の介護納付金分の均等割額２万900円から

7,000円を減額し１万3,900円に改め、減額した分

の7,000円を平等割額といたしました。これによ

りまして、介護納付金対象者が１人の世帯では、

これまでの課税額に変わりなく、２人以上の世帯

では平等割額に振り分けた金額の7,000円が減額

となり、被保険者の皆様の税負担軽減が図られる

ものとなっております。

次に、均等割と平等割に分ける基準につきまし

ては、青森県が市町村標準保険料率算定に用いる

割合を均等割70％、平等割30％と設定しておりま

すことから、その割合となります均等割額１万

3,900円、平等割額7,000円としたものでございま
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す。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（佐藤 武） 今回２つに分けたことで、負

担が軽減される世帯が出てきたということで、よ

かったと思っているのです。対象になるのが２人

以上の世帯で40歳から65歳未満の人がいる世帯と

いうふうに理解しているのですが、対象になる世

帯がどれくらいあるのか分かったらお伺いしたい

と思います。

もう一つ、この軽減をすることによって、国保

税収に与える影響ということについてはどのよう

にお考えなのか伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

まず、影響を受ける世帯、被保険者数について

ご説明いたします。令和６年度の当初賦課時点の

情報からですが、対象世帯数は3,046世帯、対象

被保険者数は3,516人となっております。そのう

ち課税額が減額となります対象者が２人の世帯は

454世帯908人、３人の世帯は８世帯24人となって

おります。影響額といたしましては、令和６年度

の当初賦課情報を基に試算した結果でございます

が、課税額で約230万円、収入額では約214万円減

額の見込みとなっております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤武議員の質疑を終

わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第83号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第83号は、

議案付託表のとおり、民生福祉常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 議案第84号

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第84号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第84号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 議案第85号

むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正

する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第85号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第85号は、

議案付託表のとおり、民生福祉常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 議案第86号

むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） 被害者への経済的負担の軽減

を図るということで、よいことだと思っています
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けれども、この見舞金制度の導入、具体的なこと

をお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

見舞金制度の内容につきましては、犯罪行為に

より亡くなられた方のご遺族に対して支給する遺

族見舞金と、犯罪行為により１か月以上の療養期

間を要する負傷または疾病を患った方に支給する

重症病見舞金となっておりまして、遺族見舞金に

つきましては30万円、重症病見舞金につきまして

は10万円となります。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） それから、この見舞金の財源

の出どころです。これは何か交付金なり、国のほ

うの支援があるのだと思うのですけれども、ここ

だけの持ち出しではないと思うのですけれども、

そのこともお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

これとは別に、国の制度というのがございます

けれども、それ以外のあくまでも見舞金としての

性格ですので、市が単独で支出するということに

なります。

〇議長（冨岡幸夫） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第86号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第86号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８７号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第６ 議案第87号

むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援

事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第87号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第87号は、

議案付託表のとおり、民生福祉常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第７ 議案第88号

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並び

に水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第88号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第88号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第88号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第８ 議案第89号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ市ウェルネスパーク外１施設の指

定管理者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第89号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第89号は、

議案付託表のとおり、民生福祉常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第９ 議案第90号

青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当

組合規約の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第90号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第90号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第10 議案第91号

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約

の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第91号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第91号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第11 議案第92号

市道路線の認定についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第92号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第92号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第12 議案第93号

市道路線の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第93号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第93号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託
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いたします。

◇議案第９４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第13 議案第94号

市道路線の廃止についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第94号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第94号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第14 議案第95号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結

についてを議題といたします。

本案は、大間町との間において、定住自立圏の

形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏形成協

定の一部を変更するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第95号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第95号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第15 議案第96号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結

についてを議題といたします。

本案は、東通村との間において、定住自立圏の

形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏形成協

定の一部を変更するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第96号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第96号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９７号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第16 議案第97号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結

についてを議題といたします。

本案は、風間浦村との間において、定住自立圏

の形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏形成

協定の一部を変更するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第97号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第97号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第17 議案第98号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結

についてを議題といたします。

本案は、佐井村との間において、定住自立圏の

形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏形成協
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定の一部を変更するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第98号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第98号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第18 議案第99号

むつ市監査委員に選任する者につき同意を求める

ことについてを議題といたします。

本案は、本年12月14日をもって任期満了となる

むつ市監査委員に氏家剛氏を選任することについ

て、議会の同意を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第99号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第99号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第99号はこれに同意することに決定いた

しました。

◇議案第１００号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第19 議案第100号

むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意

を求めることについてを議題といたします。

本案は、本年12月19日をもって任期満了となる

むつ市教育委員会の委員に田中志昌氏を任命する

ことについて、議会の同意を求めるものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第100号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第100号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第100号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第20 議案第101号
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むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意

を求めることについてを議題といたします。

本案は、来年１月15日をもって任期満了となる

むつ市教育委員会の委員に長岡俊成氏を任命する

ことについて、議会の同意を求めるものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第101号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第101号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第101号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第21 議案第102号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。

本案は、本年12月22日をもって任期満了となる

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に蛯名芳德

氏を選任することについて議会の同意を求めるた

めのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第102号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第102号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第102号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第22 議案第103号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。

本案は、本年12月22日をもって任期満了となる

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に下山益雄

氏を選任することについて議会の同意を求めるた

めのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第103号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第103号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第103号は、これに同意することに決定

いたしました。

◇議案第１０４号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第23 議案第104号

令和６年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、１番高橋

征志議員。

〇１番（高橋征志） 議案第104号 令和６年度む

つ市一般会計補正予算について質疑いたします。

歳入の第15款第２項第１目総務費国庫補助金の

災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な

燃料備蓄の推進事業費補助金についてです。こち

らは、今年の７月臨時会で予算を通したデジタル

防災センターの工事費に当たる補助金だと思いま

すけれども、こちらが1,140万円補助額が減額に

なっておりますが、その減額となった理由をお聞

きします。

それから２点目ですが、今回補助額が減ったこ

とによって、来年度の補助額ですとか、あるいは

来年度の事業計画の変更が懸念されるところでは

ありますけれども、来年度の補助額、また来年度

の事業計画へどのような影響があると見込んでい

らっしゃるでしょうか、お伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

初めに、お尋ねの１点目、補助額が減額となっ

た理由についてでございますが、国との協議の中

で一部が国庫補助の対象外となったことから、財

源を地方債に振り替えたものでございます。

次に、お尋ねの２点目、来年度の補助額及び事

業計画への影響についてでございますが、来年度

の補助対象経費等につきましては、既に国との協

議を行っておりますので、補助額について影響は

ないものと考えております。

また、事業の進捗によりまして発生する工事内

容の変更によっては、事業費について変動するこ

とはあり得ますが、事業計画に大きな影響はない

ものと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） 今回の減額になった事業費に

ついてなのですけれども、一部国庫補助の対象外

になったというご説明でしたけれども、具体的に

どのような費用が対象外になったのかお聞きしま

す。

それから、もう一点なのですけれども、1,000万

円という金額は決して少なくない金額だと思いま

す。先週の一般質問で私がお願いして、うまい、

いいご答弁をいただけなかったのは50万円ですか

ら、それに比べると1,000万円というのは非常に

大きい金額かと思います。今回予定外に、当初の

予定になく1,000万円、起債という形ですけれど

も、借金が増えたことになります。今後こういう

ことがないように、どのような対策が必要だとお

考えになりますでしょうか。
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〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 対象外になった経費につきま

しては、担当部長から答弁させていただきます。

デジタル防災センターでございますけれども、

当初は全額地方債の事業としてスタートしており

ます。これが今回1,140万円の減額の補正予算を

上げさせていただいております。最終的に事業が

完了しなければ補助の割合というのが正確には出

てきませんけれども、８割以上ないし９割近くは

補助をもらう予定で今事業を進めております。

そういう意味では、当初スタートしたときは全

て地方債、これはもちろん有利な地方債も活用し

ますけれども、一番有利な地方債を使ったとして

も、３割は私たちの負担で整備する予定であった

ものを、今８割から９割まで補助をいただいて、

残りの部分、補助対象外になった部分については

地方債ということでありますので、財政面的に言

えば、当初スタートしたときよりも格段に市の負

担が減っているというふうにご理解いただければ

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） 今回補助対象外とされま

した経費につきましては、一部の既存施設の撤去

に係る工事費となっております。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） 税金の使い方に関しては、当

然のことですけれども、市民の皆さんへの説明が

必要になります。これは、当たり前のことですけ

れども。今回の定例会におきまして、今回の補助

の減額というところで、頂いた資料のどこにもデ

ジタル防災センターという文字が出てこないので

す。補助金の名前が珍しい名前なので、７月の資

料まで遡って、ああ、これはデジタル防災センタ

ーだなというふうに初めて分かるわけなのですけ

れども、議会にとって分かりづらい説明が市民に

とって分かりやすいわけがないと思うのです。議

案ですとか資料の作り方というのは、市民への説

明責任を果たすことと同義だと思うのです。そう

いった意味では、説明責任を果たそうという意思

が今回の頂いた議案や資料からは見えづらいかと

思います。もっと分かりやすくデジタル防災セン

ターの事業費の補助が減ったのだよということが

分かるように説明していただきたかったのですけ

れども、そのことについてどう思うかというとこ

ろを最後お聞きしたいです。あえて見えないよう

にしているのかなというふうにも勘ぐってしまい

ますので、その辺どう思うか。

あと、今後その議案の作り方ですとか、説明資

料の作り方を見直すつもりはないか、お考えを最

後お聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 財源につきましては、補正予

算で前回上げさせていただいたときも、この歳入

がこの歳出に連動するといったような様式には現

状としてはなってございません。これは、地方自

治の中で全自治体がこのような様式でやらせてい

ただいておりますし、款、項、目、節につきまし

ても全国の自治体でほとんど同じような統一とな

って議会に提案をさせていただいております。私

自身の提案理由の中でも、細部につきましては、

こういったご質疑により答弁をさせていただきま

すというふうにお伝えしておりますので、まずは

この議会で疑義を持った点については、市民の皆

さんの代表であります議員の皆様から質問いただ

いて、今回のように詳細答弁をさせていただくこ

とでご理解いただければと思いますし、分かりや

すい資料の提供につきましては、今後検討してま

いりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

次に、４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） 議案第104号について、私も
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お尋ねいたします。

補正予算のこの中身を見ますと、歳入補正の一

部の中に市税として使用済燃料税248万円が明記

されています。今年の９月29日の地元紙を見ます

と、その報道の中には2024年度の税収、この使用

済燃料税ですけれども、税収として434万円と報

道されています。この数字の差額はどうしてなの

でしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

今回歳入で計上させていただきましたのは、９

月から12月の４か月分で予算の計上を行っており

ます。１か月当たり62万円となっておりまして、

４か月で248万円となっております。

前回報道になった部分につきましては、１月か

ら３月分までを含んだ税収ということを見込んで

おりましたけれども、課税の中におきまして、１

月から３月分につきましては４月の申告になりま

して、令和７年度の歳入として考えており、この

ような計上となりましたので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 分かりました。私の認識不足

でした。

それでは、今市民の疑問とか不安が残るまま使

用済核燃料がむつ市に搬入されたわけですけれど

も、３年間以降の搬入計画等が示されていません。

どのように試算しているのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

当市のほうで税収を見込んでおりますのは、現

在搬入計画がございますその３年間についての税

収を試算しておりまして、それ以降については搬

入計画が示されておりませんので、その点につい

ては見込んでおりませんので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 分かりました。本当にこれか

らの将来がなかなか見通せない中で事業が始まっ

たわけです。これまでは中間貯蔵施設と再処理工

場との整合性というものを重視して進めてきてい

ましたけれども、六ヶ所再処理工場は見通しが立

たない。こういう中でむつ市のこの使用済核燃料

の事業についてどのように受け止めているかとい

う、その思いだけをお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 工藤祥子議員、一般会計の補

正予算から今の質疑はちょっと外れているという

ふうに解釈されます。そのように思いますので、

質疑を変えてください。

なければ……

（不規則発言あり）

〇議長（冨岡幸夫） いいですか。

これで工藤祥子議員の質疑を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。12番佐藤広政議員。

〇12番（佐藤広政） それでは、質疑させていただ

きます。

衛生費のほうで浄化槽設置整備助成事業費が増

額になっておりますが、この増額の内訳というの

は、新規事業が増えたのか、また浄化槽の取替え

という形になったのかということをお伺いしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（中村 久） お答

えいたします。

今回の補正につきましては、新規の事業という

ことではございません。４月１日から始めた事業

が件数的に申請が多かったということで増額とい

うことになってございます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 12番。

〇12番（佐藤広政） ごめんなさい、私の言い方が
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悪かった、新規というのは新築の家が増えたのか、

それとも既存であるものが取替えになった事業と

いうことなのかということだったのですけれど

も、分かりました。数が増えたということなので

すが、これは今後この数というのが、今回下水道

自体の事業でなったということでの利用というの

が多くなったとは思うのですが、次年度の試算に

関しまして、今回の予想よりも多くなったという

ことは反映して、きっちりとした形でやっていく

という考えなのか、ちょっとお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 当該浄化槽設置整備助成事業

でございますけれども、まず新築の自宅には助成

がございません。単独槽を合併浄化槽に転換する

際の補助金になっておりまして、現在下水道整備

は、当市としては今新規の整備はしておりません

ので、新たに単独槽を合併浄化槽に整備する方が

増えているというふうな認識をしております。

ここ数年の実績を基に新年度の予算についても

予算を措置してまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤広政議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。５番濵田栄子議員。

〇５番（濵田栄子） １点だけ質疑いたします。

13ページ、第６款農林水産業費、第４項水産業

費の第４目漁港施設整備費で1,350万円増額補正

になっていますけれども、事業内容をお知らせく

ださい。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えします。

事業内容ですけれども、大畑地区の漁港施設の

機能強化、また脇野沢地区の漁港の機能増進とい

うことで、具体に何をやるかといいますと、大畑

地区に関しましては、防波堤のかさ上げというこ

とになります。脇野沢地区につきましては、漁港

の防舷材と言われます船着場の改修ということに

なります。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（濵田栄子） 防波堤のかさ上げということ

ですけれども、具体的な場所とかは分かりますで

しょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） ちょっと図面をお

示しできないので、詳しくお伝えできるかどうか

分かりませんけれども、大畑漁港の海に向かって

左側から奥に伸びてから右に100メートルぐらい

行ったところになります。詳しくは産業政策部の

ほうに来ていただければお伝えします。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（濵田栄子） ありがとうございます。後で

詳しく図面を見せていただき説明をお聞きしたい

と思いますけれども、そのことは地域の要望等が

あってのかさ上げでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） この漁港の整備に

つきましては、今後も長期にわたって計画的に進

めていくということがもう既に計画でございまし

て、今年度国の補正予算がついた関係で、その10分

の１を負担するといった内容になってございま

す。

〇議長（冨岡幸夫） これで濵田栄子議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第104号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第104号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

議案第104号について反対討論いたします。

今、日本の原発政策は、使用済核燃料の全量サ

イクルの下に今進められています。しかし、今六

ヶ所再処理工場が、見通しがなく、ストップして

おります。そういう中で、この全量サイクル、使

用済核燃料を再処理したその燃料を使う、そのよ

うな原発もまだできていません、失敗しています。

このサイクル路線のストップという中で、今続け

られているこの使用済核燃料の中間貯蔵施設、各

原発サイトには使用済核燃料が80、90％という割

合で今滞留しています。

このような中で、中間貯蔵施設がむつ市で初め

て今事業開始になりました。しかし、そのサイク

ル路線の破綻、そして六ヶ所再処理工場の見通し

のなさ、このような中で進められているこの事業

について、多くの皆さんが不安を持っているこの

路線に対して私は反対いたします。

むつ市には、初めて今使用済核燃料が搬入され

ました。この事業に対して、私はもう一度立ち止

まって考えるべきという理由で反対いたします。

（不規則発言あり）

〇議長（冨岡幸夫） 工藤祥子議員、今議案第104号

の補正予算に関してなじまない討論だというよう

に解釈いたしました。取り下げていただくという

ような考えはありませんですか。４番。

〇４番（工藤祥子） ありません。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） どうすればいい、壇上で言え

ばいいのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） いえ、そこで結構です。４番。

〇４番（工藤祥子） ありません。私は、これを受

け入れることに対しては……

（不規則発言あり）

〇議長（冨岡幸夫） 立って。

〇４番（工藤祥子） この使用済燃料税248万円を

受け入れることについては、賛成しかねます。

（不規則発言あり）

〇４番（工藤祥子） この補正予算、議案第104号

について反対いたします。

〇議長（冨岡幸夫） 討論は、なじまないものと私

は考えます。ただいま工藤祥子議員から、補正予

算の議案第104号の見積もられた税収について反

対だというようなことでありますが、反対の質疑

は先ほどされておりますので、討論としてはやは

り受けるわけにはまいらないと、こういうふうに

思います。よって、このたびの討論は受けないこ

ととさせていただきます。

以上で討論を終わります。

討論が受けられませんので、このまま議案第

104号は、先ほどの質疑で処理いたしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） それでは、直ちに採決いたし

ます。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第104号は原案のとおり可決されました。

ここで、午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０１分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。
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◇議案第１０５号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第24 議案第105号

令和６年度むつ市水道事業会計補正予算を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第105号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第105号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１０６号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第25 議案第106号

むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第106号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第106号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１０７号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第26 議案第107号

むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第107号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第107号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１０８号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第27 議案第108号

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第108号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第108号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１０９号

〇議長（富岡幸夫） 次は、日程第28 議案第109号

令和６年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。１番高橋征志議員。

〇１番（高橋征志） 議案第109号について質疑い

たします。

第三田名部小学校なかよし会整備事業の繰越明

許についてですけれども、もともとは令和７年３

月完成予定だったということで、それが入札が不

調となったため工期見直しということで繰越しと

いうことになっておりますけれども、具体的に今

後の入札や工事のスケジュールはどうなっている

かということが１点です。

もともと定員をオーバーするような申込みがあ
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って拡大するという話でしたけれども、なかよし

会としての枠が増えた後の今後の募集ですとか、

稼働のスケジュールはどうなっているかという点

が２点目です。

それから３点目は、合併特例債、ぎりぎりとい

うことでやった事業だと思いましたけれども、合

併特例債への借入れの影響は、工期が延びたこと

によってないのかというところの３点をお伺いし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） まず、今後の入

札及び工事のスケジュールについてお答えいたし

ます。

今後につきましては、令和７年１月中に入札を

実施したいと考えております。また、工事の期間

につきましては、夏休み前の６月末を期限とする

方向で検討しております。

次に、定員が増えた後の募集と稼働スケジュー

ルについてお答えいたします。第三田名部小学校

なかよし会は、支援単位が１クラスで、定員40人

に対し、登録児童数が79人となっているため、特

別活動室をお借りし、クラスを２つに分けて現在

活動しております。

コンピュータ室の一部改修後は、支援単位は２

クラスとなり、定員は80人程度となりますが、現

在の登録児童数相当であるため、増設しても通年

利用できる学年の引き上げは難しいと考えており

ますことから、増設後の追加募集は予定してはお

りません。

また、コンピュータ室は令和７年７月からなか

よし会の専用教室として利用する予定としており

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お尋ねの３点目、合併特

例債の借入れへの影響についてでございますが、

予定どおり合併特例債の活用を前提に進めてまい

りたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） コンピュータ室の改修の件で

確認ですけれども、そのコンピュータ室の改修が

終わったからといって定員が大幅に増えるわけで

はないのでということですよね。そうなると、受

け入れられる人数がこの工事によって大幅に増え

るわけではなくて、今利用しているこどもたちが、

より広い環境でサービスを受けられるようになる

ということでいいかという確認です。

それからもう一点、合併特例債についても確認

ですけれども、引き続き活用ということで、今年

度でもともと合併特例債は終わりではないです

か。工事は来年度に延びるということで、でも来

年度に工事は延びるけれども、合併特例債の適用

は大丈夫だということで間違いないかという確認

です。

〇議長（冨岡幸夫） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

コンピュータ室の改修により、児童がより広い

場所で活動できるようになるのかということなの

ですけれども、現在特別活動室を活用させていた

だいているところなのですが、来年度は学校側で

その特別活動室を利用する予定があるということ

で、今使っている部屋を使用することができなく

なるということで、学校側と協議を重ねた結果、

学校活動に支障がない範囲でコンピュータ室の一

部使用については承諾を受けましたことから、コ

ンピュータ室を改修して、なかよし会の専用教室

として使用させていただけることになったという

ことでございます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

このたび入札が不調となったことに伴いまし

て、県のほうに合併特例債の借入れの可能性につ
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いて協議を行いましたけれども、活用が可能であ

るとの回答をいただいております。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第109号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第109号は、会議規則第38条第２項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第109号は原案のとおり可決されました。

◇報告第２３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第29 報告第23号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、令和６年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第23号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第23号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第23号は承認することに決定いたしまし

た。

◎日程第30 議員派遣について

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第30 議員派遣に

ついてを議題といたします。

本件は、地方自治法第100条第13項及び会議規

則第167条の規定により、広報広聴委員会の視察

研修に参加させるため議員を派遣するものであり

ます。

お諮りいたします。配信しております資料のと

おり議員を派遣することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

この際、お諮りいたします。ただいま決定され

ました議員派遣の記載事項に変更等が生じた場合

は、議長に一任願いたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。
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◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明12月11日は常任委員会の

ため、12月12日及び13日並びに12月16日から18日

までは議事整理のため休会したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、12月14日及び15日は休日のため休会とし、

12月19日は付託議案審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午前１１時２１分 散会
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